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【手続補正書】
【提出日】平成31年2月1日(2019.2.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セラミド類と、下記（ａ）～（ｄ）からなる群より選ばれる少なくとも１種の成分とを
有効成分として含有することを特徴とする美容組成物。
　（ａ）プロテオグリカン及びコラーゲンから選ばれる少なくとも１種の美容成分
　（ｂ）システイン、ロイシン、リシン、メチオニン、及びチロシンから選ばれる少なく
とも１種のアミノ酸
　（ｃ）鉄、及びモリブデンから選ばれる少なくとも１種のミネラル類
　（ｄ）アスパルテーム、還元パラチノース、及び還元麦芽糖から選ばれる少なくとも１
種の甘味料
【請求項２】
　皮膚バリア機能改善・向上作用を有することを特徴とする請求項１記載の美容組成物。
【請求項３】
　皮膚のバリア機能を改善・向上させるために用いる皮膚バリア機能改善・向上剤である
ことを特徴とする請求項１又は２記載の美容組成物。
【請求項４】
　セラミド類と（ａ）～（ｄ）からなる群より選ばれる少なくとも１種の成分とからなる
有効成分を添加して得たことを特徴とする請求項１～３のいずれか記載の美容組成物。
【請求項５】
　経口用であることを特徴とする請求項１～４のいずれか記載の美容組成物。
【請求項６】
　錠剤、カプセル剤、粉末剤、顆粒剤、又は液剤であることを特徴とする請求項５記載の
美容組成物。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか記載の美容組成物を摂取させることを特徴とする美容方法（た
だし、医療行為を除く）。
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